
吸収式冷温水機
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エアハンドリングユニット
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冷温水配管

冷媒ガス配管

空調ダクト

経営力向上計画が認定された中小企業

生産性向上特別措置法

経営力向上計画が認定された中小企業

法人税（所得税）において
即時償却または税制控除

中小企業経営強化法

取得価額の10％
資本金３千万から１億円以下の法人は7％

固定資産税
３年間最大ゼロ～１/２

※市区町村により固定資産税の軽減率が異なります

適用期間は、令和3年3月31日まで

両条件満たせば

併用も可能

空気が未来を変える

こんな節税の仕方ありました！
新規事業！設備投資をお考えの皆様へ

今なら工場・倉庫・事務所のエアコン、熱源設備更新で優遇税制が活用できます。

1年目に一括して

２,０００万 の減価償却が可能！

２,０００万の設備投資を行い
特別償却を適用した場合、
1年目に一括して２,０００万の
減価償却が出来る為、その分が
費用計上ができます。

熱源設備投資       税制控除              税制控除分 税制控除期間
２,０００万　× 　　１０％ ＝ ２００万 熱源設備耐用年数15年
（通常）２０００万の設備投資を行い、その期の法人課税額が３,０００万円だった場合
３,０００万　× 　　４０％ ＝ １,２００万（法人納税額）

（控除すると）法人課税対象額３０００万だった場合
１,２００万　ー　２００万 ＝ １,０００万（法人納税額）
税制控除期間１５年間２００万 納める法人税が安くなることになります。
税制控除が適用されるのは元の法人税額の２０％まで。
１,２００万円の場合は２４０万円が限度と言うことです。

どちらか選択可能

熱源設備投資　２,０００万の場合

特別償却１００％の場合 税制控除１０％の場合

豊富な経験と

技術力

建設業
の

プロ集団

対象設備
熱源設備60万以上
が対象です！
※対象設備については
お気軽にお問合せ下さい。



スカイシア   熱源設備詳しくはホームページを
ご覧下さい。
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ソラシア

ワンストップソリューション

工種を問わない水平展開
当社においては、建築、空調衛生設備、電気設備と３本の柱で構成しております。
ワンストップソリューションを提供するために設計からアフターメンテナンスを行う事業の
垂直展開と建築・空調衛生設備・電気設備と工種を問わない施工体制を整備し水平展開を
実現することで、ワンストップソリューションの実現を果たすことができます。

ワンストップで行う垂直展開
自社で一括管理して施工する事で無駄なマージンをかけず、各種業務や対応も窓口を一本
化し施主様の負担を軽減します。企画からアフターケアまで1社で全て賄えるため、中間
コストを削減できます。ソフト面での取り組みと環境整備というハード面での取り組みの提案、
さらにリノベーション後のことを第一に考えます。

スカイシアなら全て請負います

補助金との併用はできますか？

設備の修繕等を行った場合も
対象となりますか？

設備導入のシミュレーションなど
行って頂けますか？

熱源設備や空調設備は対象にますか？

年平均１％以上向上の比較対象とは？

一つの申請の中で、この設備は即時償却、
この設備は税額控除といった適用も可能か。

困っていませんか？

融資
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定
を受けた場合、政策金融機関等の低利融資等を
受けることができます。

日本政策
金融公庫

その他

設備資金(土地及び建物を除く)の

貸付金利を基準金利から0.9％

引下げ（運転資金は基準利率）

信用保証協会による信用保証の

保証枠を別枠追加

商工中金による低利融資

※沖縄県の事業者の方は、沖縄振興開発金融公庫の低利融資がご利用いただけます。

政策金融機関から低利融資支援全て請負います！解決
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問3

問4
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答2 設備の修繕等は対象となりません。

答3 熱源のエネルギー消費量や運転コストを算出して
シミュレーションプログラムを無料で作成します。

答4 単品60万以上が対象です。ボイラーや給排水設備、空調機器
冷凍冷却設備、LED照明等ございます。

答5 当該設備の製造メーカーの一代前モデルと比較です。
現在使用しているモデルとの比較ではありません。

答6 設備ごとに、税額控除と特別償却のいずれかの適用が
可能です。

Q
A

答1 原則として対象になります。補助金側に併用を制限する
場合がありますのでご注意ください。

補助金との併用はできますか？

設備の修繕等を行った場合も
対象となりますか？

設備導入のシミュレーションなど
行って頂けますか？

熱源設備や空調設備は対象にますか？

年平均１％以上向上の比較対象とは？

一つの申請の中で、この設備は即時償却、
この設備は税額控除といった適用も可能か。

困っていませんか？


